
獣医事をめぐる情勢
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畜水産安全管理課
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1) 産業動物診療獣医師

家畜の診療に従事

2) 農林水産分野公務員獣医師

公務員として家畜伝染病の予防や

 まん延防止に従事

② 公衆衛生分野公務員獣医師

公務員としてと畜場の食肉検査や

動物の愛護・管理等に従事

③ 小動物診療

 犬、猫等のペットの診療に従事

④ その他の分野

大学の教員、動物用・人体用医薬品の開発、海外技術協力
などに従事

令和６年 割合（％）

活
動
獣
医
師

産業動物診療 4,312 10.9

公
務
員

農林水産分野 3,117 7.9 

公衆衛生分野 5,053 12.7 

その他 463 1.2 

小動物診療 16,717 42.1 

その他の分野 5,757 14.5 

小 計 35,419 89.3 
獣医事に従事しない者

（無職含む） 4,245 10.7 

合 計 39,664 100 

【農林水産省調べ】

○ 分野別獣医師の数

（単位：人）

・ 獣医師の活動分野は広く、小動物診療分野（ペット）、産業動物分野（家畜）、人の公衆衛生分野と多
岐にわたる。

・ 産業動物分野には①産業動物の診療獣医師と②農林水産分野の公務員獣医師が存在。

獣医師の活動分野

① 産業動物獣医師（約２割）

○ 参考）年代別男女比

1（参考）愛玩動物看護師登録者数26,642名（令和7年11月4日時点）
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獣医師の推移（就職動向）

・ 犬猫の頭数が減少か横ばいという傾向の中、近年、新卒獣医師は45%程度が小動物診療に就職。一方で近
年の小動物診療就業者は40%程度。社会から獣医師に求められる職域と就業の希望先には乖離がある。

⇒ 産業動物獣医師を志す獣医学生への修学資金や産業動物分野を知る機会となる臨床実習等の実施を支援
する。

〇 産業動物獣医師への就業を志す、獣医学生等に修学資金を給付する地域への支援を行う。
〇 獣医学生に対する産業動物診療や家畜衛生行政についての臨床実習等への支援を行う。

獣医学生等の就業を誘導する支援

公務員

〇 獣医大学卒業者の就職状況の推移

【農林水産省調べ】

注：獣医大学卒業者には獣医師免許未取得者を含む
注：グラフ内記載の％は各年度の卒業者数に占める割合
注：公務員には、農林水産分野、公衆衛生分野、その他の分野の公務員を含む

（R６．3卒）
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【農林水産省調べ】

〇 分野別獣医師の数

注：グラフ内記載の％は各年度の獣医師総数に占める割合
注：公務員には、農林水産分野、公衆衛生分野、その他の分野の公

務員を含む

495人(↑41人)

134人(↑27人)

116人(↓10人)
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（）内は前年度からの変化
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獣医療の対象となる動物や飼養者の状況

・ 家畜の頭数は横ばいか微減傾向だが、農家戸数は減少し大規模化が進展。
一般診療だけでなく衛生管理指導など獣医療へのニーズも変化。

・ 犬猫の頭数は減少傾向か横ばいだが、平均寿命が延長、動物や飼養者の高齢化に伴いニーズが変化。
⇒ 家畜の遠隔診療や管理獣医療、高度獣医療に関する研修等を支援。

【犬・猫の飼養頭数・平均寿命：ペットフード協会調べ】※令和３年度調査において推計方法を改定（改定した推計
方法により平成25年度以降の推計頭数を再計算）

【家畜の飼養頭数・飼育戸数：農林水産省調べ】※各年2月1日。牛の飼養戸数において令和２年から統計手法が変更
されている。平成27年及び令和２年は世界農林業センサスの調査年であるため豚に比較できるデータがない。

〇 飼育動物の飼養頭数（万頭）

(年度)

犬

猫

〇 情報通信機器を用いた診療の試行的な導入などを支援。
〇 産業動物分野における管理獣医師育成のための長期研修等、現場で必要とされている知識・技術向上の
ための卒後研修等の支援。

獣医師の技術向上などへの支援

○ 家畜の飼養戸数（百戸）

（年度）

豚

乳用牛

肉用牛

〇 一般家庭の犬猫の平均寿命（才）
豚

肉用牛

乳用牛

犬

猫
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獣医療提供体制の整備のための基本方針と都道府県計画

・ 安全で良質な畜産物を安定供給するため、国が基本方針を策定しつつ、都道府県が具体的な目標を策定するなど
し、国・都道府県が連携して社会ニーズに応え得る獣医療を提供する体制を整備。

○ 産業動物獣医師（産業動物臨床獣医師及び都道府県の
公務員獣医師）の確保

○ 飼養衛生管理や防疫指導を実践する獣医師の養成

○ 愛玩動物看護師との連携 等

公表

・ 都道府県における獣医療の実態把握
（家畜の飼養状況、産業動物獣医師数 等）

・ 生産者のニーズの把握 等

公表・報告

基本方針に即して、具体的な目標を策定
（産業動物獣医師の確保に関する数値目標 等）

国

都
道
府
県

国
・
都
道
府
県
が
連
携
し
獣
医
師
や
生
産
者
等
の

ニ
ー
ズ
に
応
え
得
る
獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
を
整
備

基本方針（農林水産大臣）

都道府県計画（都道府県知事）

（現行基本方針令和２年５月）

（45道府県：
令和7年5月時点）
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産業動物獣医師の育成・確保等対策

１ 産業動物獣医師への就業を志す、獣医学生※１や地域枠入学者※２に修学資金を給付する

地域への支援。修学資金は一定期間※３を産業動物獣医師として就業予定先で勤務する

ことを条件とする。

※１ 私立学生月額18万円（上限）・国公立学生月額10万円（上限）を給付
※２ 獣医系大学が設定する、地域の産業動物獣医師に従事する意思を持った生徒の選抜枠により入学を許可された者

地域枠入学者には、大学入学時に納付する費用及び月額18万円（上限）を給付
※３  給付月額が５万円以下の場合は給付期間の5/4の期間（６年の場合７年６か月）、５万円を超え12万円以下の場合は

給付期間の3/2の期間（６年の場合９年）、12万円を超える場合は給付期間の5/3の期間（６年の場合10年）

２ 獣医学生への産業動物診療や家畜衛生行政についての臨床実習等の実施を支援。

産業動物獣医師への就業を誘導する支援

１ 情報通信機器を用いた診療の試行的な導入などを支援。

２ 産業動物分野における管理獣医師育成のための長期研修等、現場で必要とされている
知識・技術向上のための卒後研修等の支援。

３ 女性獣医師などの職場復帰・再就職・中途採用に向けたリスキリングのための研修及び
雇用者などの理解醸成のための講習等を支援（獣医師及び雇用者等対象）。 

令和７年度予算：273百万円(250百万円)、令和６年度補正予算：48百万円
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獣医師の技術向上などへの支援



（参考）家畜の遠隔診療（産業動物獣医療の効率化と技術継承）

食料・農業・農村基本計画（令和７年４月11日閣議決定）より抜粋
診療効率の向上や産業動物獣医師の確保により地域の獣医療提供体制を整備する必要があり、デジタル技術を活用した遠隔診療を推進する

cf. 愛玩動物については「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針（令和６年12月27日付け6消安第5557号）」を参照ください
（https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/attach/pdf/pet_telehealth-1.pdf）

・ 離島等の地理的要因により、獣医師の頻繁な診療が困難な地域が存在。さらに、家畜診療所の統合等に
よる往診距離の長距離化等を原因とし、診療効率の低い地域が発生（獣医師の勤務時間の約３割が移動）。

⇒ 農林水産省では、家畜の遠隔診療に関する考え方の通知の発出やモデル事業の支援を実施。
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脱水状況 糞の性状

遠隔地の獣医師がビデオ通話で確認

⇒農家は早期の応急措置が可能。心理的不安が解消。
⇒獣医師は若手育成、組織的な知見集約が可能。

インターネット

獣医師※ 農家

電子端末等で撮影

診療施設
獣医師

農家が撮影

獣医師

獣医師※

事例２：獣医師間

農家が獣医師に動画を送付。若手獣医師がグループＳＮＳで
ベテラン獣医師と同時共有・相談

事例１：獣医師及び農家間

離島農家における子牛の下痢症の予後確認（脱水状況や糞
尿の状態）をビデオ通話で実施、往診の要否を判断

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-61.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-61.pdf
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/k_aratana/attach/pdf/index-61.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/attach/pdf/pet_telehealth-1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/attach/pdf/pet_telehealth-1.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/attach/pdf/pet_telehealth-1.pdf


愛玩動物診療施設における愛玩動物看護師の業務範囲（イメージ）

獣医療

診療

手術、エックス線検査、病気の診断などの高度な獣医学的判断及び
技術が求められるもの

診察受付、備品管理、院内の衛生管理など

その他の一般業務

診療の補助

採血、投薬（経口）、マイクロチップ挿入など、一定の獣医学的判断及
び技術が求められるもの（獣医師の指示の下に実施）

獣医師のみ実施可能

その他の看護

入院動物の世話、診断を伴わない検査など

動物の愛護及び適正な飼養に関する業務

・動物の日常の手入れ（グルーミング、爪切り、歯磨き等）
やしつけ、栄養管理等に関する指導・助言

愛玩動物
看護師
の業務

獣医師・愛玩動物看護師
のみ実施可能

愛玩動物
看護師
以外も
実施可能
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